女性医師等就労環境整備事業の概要について
１　事業の趣旨
医師不足が深刻化する中、近年、女性医師は増加傾向にあり、新たに医師となる者の約三割を占めるに至っている。一方、出産・育児等による女性医師の離職等が課題となっており、復職や勤務の継続に向けた支援が求められている。このため、医療機関において仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備を行い、医師の離職防止や再就業を図る取り組みを促進するため、この事業を実施するものである。
２　事業の内容

（１）女性医師等短時間正規雇用導入支援事業

女性医師等の離職防止・復職を支援するため、女性医師等の短時間正規雇用制度を導入し、短時間正規雇用の勤務形態により女性医師等を雇用する医療機関に対し補助する事業。

（２）ベビーシッター等活用支援事業

女性医師等が子育てと仕事を両立しやすい職場環境づくりとして、ベビーシッター等保育サービス（ベビーシッター事業者による保育サービス、ファミリーサポートセンター、保育サポーター等による保育サービス等。保育所を除く。）の活用に対する支援制度を導入し、ベビーシッター等を活用した女性医師等に対してその経費の一部を助成する医療機関に対し補助する事業。
（３）宿直等代替職員活用支援事業

　　　育児・介護中の女性医師等が働き続けやすい職場環境づくりとして、女性医師等の宿直・休日勤務等を免除し、当該女性医師等の代わりの非常勤勤務医師を宿直等に勤務させる医療機関に対し補助する事業。

（４）女性医師等復職研修支援事業

　　　育児等のために離職し、再就業に不安を抱える女性医師等を対象として、指導医のもとで復職研修（復職後に実施する研修については、復職日から3ヶ月までに実施するものに限る。）を実施する医療機関に対し補助する事業。
３　補助制度の概要
	女性医師等短時間正規雇用導入支援事業
	ベビーシッター等活用支援事業

	〔補助対象とする医療機関〕

○　女性医師等の短時間正規雇用制度を導入し、当該制度により女性医師等を雇用する医療機関（就業規則や給与規定等において、女性医師等の短時間正規雇用制度について明記している医療機関であること。）

①　今年度中に、子育て等の理由から、女性医師等を短時間正規雇用の勤務形態により新たに雇用する医療機関。

②　今年度中に、既に雇用している育児休暇中等の女性医師等を短時間正規雇用の勤務形態により職場復帰させる医療機関。

③　現在、子育て等の理由により、既に女性医師等を短時間正規雇用の勤務形態により雇用している医療機関。
	〔補助対象とする医療機関〕

○　ベビーシッター等保育サービスを活用する女性医師等に対して、一定の助成を行う制度を導入する医療機関（就業規則や給与規定等において、ベビーシッター等保育サービスの活用支援制度について明記している医療機関であること。）

①　今年度中に、新たに「ベビーシッター等活用支援制度」を設け、女性医師等に対する助成を行う医療機関。
②　現在、既に「ベビーシッター等活用支援制度」を設けており、既に女性医師等に対する助成を行っている医療機関。



	〔対象経費〕

○　短時間正規雇用の勤務形態により勤務する女性医師等の人件費（給与費、法定福利費）

※1医療機関あたり短時間正規雇用女性医師等1名分


	〔対象経費〕

○　ベビーシッター等の保育サービス（ベビーシッター事業者による保育サービス、ファミリーサポートセンター、保育サポーター等による保育サービス等。保育所を除く。）を活用する女性医師等に対して、医療機関が一定の助成を行った場合の当該保育サービスの経費

	〔補助率〕

○　県１／２、医療機関１／２
	〔補助率〕

○　補助率：県１／２、医療機関と利用者の合計１／２

※　医療機関の負担額・負担割合は問わないが、医療機関は、必ず女性医師等に対して助成を行う必要がある。

	〔基準額〕

○　1医療機関当たり350千円／月
※　補助額の考え方

・ 1医療機関（1月当たり）（補助対象者1名）

　　補助対象上限額：350、000円

　　補助上限額　　：175、000円

・ 1医療機関（年間当たり）

　　補助対象上限額：4、200、000円

　　補助上限額　　：2、100、000円


	〔基準額〕

○　1医療機関当たり120千円／月
※　補助額の考え方

・ 1医療機関（1月当たり）

 補助対象上限額：120、000円

補助上限額　　： 60、000円

・ 1医療機関（年間当たり）

 補助対象上限額：1、440、000円

補助上限額　　：  720、000円


	宿直等代替職員活用支援事業
	女性医師等復職研修支援事業

	〔補助対象とする医療機関〕

○　育児・介護中の女性医師等の宿直・休日勤務等を免除し、当該女性医師等の代わりの非常勤勤務医師を宿直等に勤務させる医療機関
①　今年度中に、新たに女性医師等の宿直等を免除し、当該女性医師等の代わりの非常勤勤務医師を宿直等に勤務させる医療機関。
②　現在、既に女性医師等の宿直等を免除し、当該女性医師等の代わりの非常勤勤務医師を宿直等に勤務させている医療機関
	〔補助対象とする医療機関〕

○　育児等のために離職し、再就業に不安を抱える女性医師等を対象として、指導医のもとで復職研修（復職後に実施する研修については、復職日から3ヶ月までに実施するものに限る。）を実施する医療機関


	〔対象経費〕

○　宿直・休日勤務等を免除された女性医師等の代わりに宿直等に勤務する非常勤勤務医師にかかる人件費（宿直等手当）
	〔対象経費〕

○　病院が行う復職研修に必要な指導医経費（謝金、人件費、手当）、賃金、報償費（謝金）、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費、雑役務費）、使用料及び賃借料、備品購入費、図書購入費、委託料（上記経費に該当するもの）

	〔補助率〕

○　県１／２、医療機関１／２
	〔補助率〕

○　県１／２、医療機関１／２
　

	〔基準額〕

○　1医療機関当たり200千円／月
※　補助額の考え方

・ 1医療機関（1月当たり）

補助対象上限額：200、000円

補助上限額　　：100、000円

・ 1医療機関（年間当たり）

補助対象上限額：2、400、000円

補助上限額　　：1、200、000円


	〔基準額〕

○　1医療機関当たり11、140千円
※　補助額の考え方

・1医療機関（年間当たり）

補助対象上限額：11、140、000円

補助上限額　　： 5、570、000円




〔　短時間正規雇用について　〕


フルタイムの職員よりも所定労働時間が短く残業が基本的にない正規雇用職員。就業時間に比例した待遇が得られ，社会保険の適用も受ける。


※　通常の正規雇用職員，短時間正規雇用職員，パート職員の一般的な相違点
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